
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

埼玉県
住宅用太陽光発電設備
設置補助制度

埼玉県
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 県内に自ら居住する既存住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽電池の最大出力値
既存住宅のみ
４万円／kW(上限３．５kW）

埼玉県
重度障害者居宅改善整
備事業

埼玉県内
６３市町村
（政令市を除く）

②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

下記ア～ウのいずれをも満たす身体障害者
ア　県内に居住地を有すること
イ　下肢又は体幹に障害を有する身体障害者
手帳の記載が１級又は２級の者
ウ　補助対象者が属する世帯の最多収入者の
前年分所得税額が100,500円以下であること

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

下記のア・イに該当する場合補助
対象外とする
ア　介護保険の給付対象となる住
宅改修
イ　日常生活用具給付等事業の給
付対象となる住宅改修

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

基準単価360,000円と補助対象者の対象
経費の実支出予定額とを比較して少な
い方の額に、世帯階層に応じて次の数を
乗じた額

生活保護世帯・・・10／10
その他の世帯・・・２／３

県・・・１／３
市町村・・・１／３

ただし、生活保護世帯は次のとおり
県・・・１／２
市町村・・・１／２

埼玉県
浸水住宅改良資金融資
制度

さいたま市 ④災害予防 ④融資(有利子) ⑤要件なし ③その他の要件
・対象住宅所有者
・市税の完納

専用住宅及び店舗併用住宅で常時居
住の用に供するもの

④要件なし ②工事費用に応じて決定

返済期間及び融資利率
①５年以内：２．１２５％
②５年を超え１０年以内
：２．６２５％

埼玉県
さいたま市既存建築物耐
震改修等助成事業

さいたま市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の用件
補強工事は建設業の許可をうけて
いる者が行うこと

③その他の要件 対象住宅所有者又はその２親等以内の親族

昭和56年5月31日以前に建てられた戸
建住宅
（延べ面積の１/２以上を居住としている
もの）

④要件なし ②工事費用に応じて決定

（補強設計）
設計費用の２/３
（補強工事）
補助対象事業費（32,600円/㎡）の
23％

埼玉県
さいたま市木造住宅耐震
診断員派遣事業

さいたま市 ①耐震改修 ①補助 ③その他の要件 対象住宅所有者

昭和56年5月31日以前に建てられた在
来軸組み木造戸建住宅
（延べ面積の１/２以上を居住としている
もの）

④要件なし ⑥その他 対象者に費用負担なし

埼玉県
さいたま市民間建築物吹
付けアスベスト除去等補
助事業

さいたま市 ④災害予防 ①補助 ④その他の用件

次のいずれかの者
・吹付けアスベスト粉じん飛散防止
処理技術を有する者
・既存建築物の吹付けアスベスト粉
じん飛散防止処理技術指針に掲げ
る工法に従って施工した十分な実
績を有する者

③その他の要件

・対象住宅所有者又は区分所有者の団体
・市税の完納
・大規模事業者（資本金の額又は出資総額が３
億円超、従業員数300人超の会社及び個人）で
ない

吹付けアスベスト及び吹付けロックウー
ル（アスベストの重量が建築材の重量
の0.1％を超えるもの）が施工されてい
る民間建築物

④要件なし ②工事費用に応じて決定 補助対象経費の2/3

埼玉県
住宅用太陽光発電設備
設置補助事業

さいたま市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・対象住宅所有者
・市内在住
・市税の完納

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

今回設置する太陽電池の公称最大出力
の値

30,000円／kW

埼玉県
「エネルギー創って減ら
す」機器設置補助事業

さいたま市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・市内に自ら所有する建築物に設置する者
・市税の完納

④要件なし ⑥その他

エコウィル、エネファーム、地中熱利用は
定額、LED照明器具と高遮熱塗装は工
事費用1/10、家庭用蓄電池は30,000円

（３）支援方法について

す」機器設置補助事業 促進 市税の完納 事費用 、家庭用蓄電池は , 円
/kWh

埼玉県
さいたま市勤労者支援資
金融資（住宅資金）

さいたま市 ⑥その他

リフォーム支援としては、現に居住
している住宅の増改築・補修（リ
フォーム）に必要な資金を融資す
る。
※この制度はリフォームだけではな
く、新築・住宅（中古住宅、マンション
を含む）購入に必要な資金も融資す
る制度である。

融資のあっせん
（実際の融資は中
央労働金庫にて
実施。その際の方
法は有利子の融
資。）

⑤要件なし ③その他の要件

・市内に1年以上居住
・同一事業所に1年以上勤務
・年齢満20歳以上満65歳未満で最終の返済月
における年齢が７１歳未満
・前年度の市県民税及び固定資産税を完納し
ていること
・安定継続した年収（前年税込年収）が150万円
以上

現に居住している住宅 ④要件なし ⑥その他

リフォーム支援としては、現に居住してい
る住宅の増改築・補修（リフォーム）に必
要な資金。
※この制度はリフォームだけではなく、新
築・住宅（中古住宅、マンションを含む）
購入に必要な資金も融資する制度であ
る。

返済期間：10年以内
融資利率：年２．０％
（保証料：年０．８％）

埼玉県
要介護高齢者居宅改善
費補助事業

さいたま市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

さいたま市の介護保険で要介護・要支援の認
定を受け、身体上の障害のため日常生活に支
障がある等の条件に該当する方

特になし ③その他
介護保険給付事業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

高齢者又はその介助者の動作に著しい
障害となっている居宅の状況を改善する
工事で、介護保険住宅改修の対象にな
らないもの。

対象経費の３分の２

埼玉県

高齢者居室等整備資金
融資事業及び利子助成
事業
※現在、残債分の利子助
成のみ実施。

さいたま市
②バリアフリー改
修

③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件
満65歳以上の高齢者と同居し、又は同居しよう
としている親族で、貸付金の返済が確実と認め
られる方。

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

①高齢者専用居室及びこれに附属する
箇所の増築②高齢者が利用するための
トイレ、風呂場及び台所の増築③スロー
プ及び手すりの設置を伴う増築　等

融資期間：10年以内
償還方法：元利均等月賦償還
保証人：2人以上

埼玉県 川越市住宅改修補助金 川越市 ⑥その他
地域経済対策の一環として市内業
者の振興を図ることを目的としてい
る。

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定
工事費２０万円以上。
限度額８万円で、１００分の５を補助。

埼玉県
川越市重度障害者日常
生活用具費

川越市 ② ① ⑤ ③

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行
性の脳病変による運動機能障害（移動機能障
害に限る。）を有するものであって障害等級３級
以上の者（ただし、特殊便器への取替えをする
場合は上肢障害２級以上の者）※所得要件あり

①
介護保険法（平成９年法律第１２３
号）に基づく住宅改修の対象となる
者は除く

① 対象となる住宅改修費用
基準額200,000円を上限とし、世帯の
課税状況に応じ９０／１００～１００／
１００

埼玉県
川越市重度身体障害者
居宅改善整備費補助金

川越市 ② ① ⑤ ③

身体障害者手帳の交付を受けた者で、次の各
号のいずれも満たした者
①市内に住所を有し、引き続き在宅生活を希望
している者
②下肢又は体幹に障害を有し、身体障害者手
帳の記載が１級又は２級の者

新築、改築、増築を除く ①

介護保険法（平成９年法律第１２３
号）に基づく住宅改修の対象となる
工事種目の経費、川越市重度障
害者日常生活用具費支給要綱に
基づく住宅改修費の対象となる工
事種目の経費を除く

① 対象となる住宅改修費用 400,000円を限度額

埼玉県
川越市在宅高齢者居宅
改善費助成事業

川越市 ② ① ⑤ ③
１年以上市内在住の６５歳以上で介護認定がな
く本人と同居者が市町村民税所得割額１０万円
以下

① ①
バリアフリー工事の軽費の１／２で限度
額１５万円

５割

埼玉県
熊谷市木造住宅耐震診
断助成金交付要綱

熊谷市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有する者であって、助成対象建築
物に居住し、かつ、所有している者又はその者
の2親等以内の親族

市内に存する昭和56年5月31日以前に
着工された2階建て以下の木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断に要した費用 耐震診断に要した費用の2分の1以内

埼玉県
熊谷市木造住宅耐震改
修助成金交付要綱

熊谷市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有する者であって、助成対象建築
物に居住し、かつ、所有している者又は、その
者の2親等以内の親族

市内に存する昭和56年5月31日以前に
着工された2階建て以下の木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した費用 耐震改修に要した費用の3分の1以内

埼玉県
高齢者住宅整備資金貸
付事業

熊谷市
②バリアフリー改
修

②融資（無利子） ⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有し、引き続き１年以上住所を有
する
他条件有り

特になし ③その他
介護保険の住宅改修費で対応可
能な場合は、そちらを優先

③定額を補助
改修工事費と融資限度額のどちらか低
い額

１０年以内元金均等月賦償還方式

埼玉県
熊谷市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

熊谷市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・市内に住所を有しており、市税の滞納がない
ことなど他に各々要件があります

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽電池の最大出力値 ｋｗ当たり25,000円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
熊谷市住宅用高効率給
湯器設置補助金

熊谷市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・市内に住所を有しており、市税の滞納がない
ことなど他に各々要件があります

特になし ④要件なし ③定額補助

・ＣＯ2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器2万円
・ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ給湯器2万円
・潜熱回収型給湯器1万円
・燃料電池ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮｼｽﾃﾑ5万円

埼玉県
川口市老人居室整備資
金融資及び利子助成

川口市 ⑥その他
高齢者の専用居室を整備するため
の増改築

②融資（無利子） ⑤要件なし ③その他の要件
親族である60歳以上の高齢者と同居し、又は、
同居しようとする方で、２年以上市内に住所を
有し市税を完納している方

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

埼玉県 住宅改善整備補助 川口市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
６５歳以上で、要支援・要介護認定を受けた方
又はその同居親族で、２年以上市内に住所を
有し市税を完納している方

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

工事に要した費用の２/３

埼玉県
住宅改修費（居宅生活動
作補助用具）

川口市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①身体障害者の
み

下肢・体幹１～３級
移動機能障害１～３級
市民税（所得割）が４６万円以上は対象外

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険との併用は不可
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

課税世帯については、１０分の９
非課税世帯については、全額（ただ
し、上限２０万円以内）

埼玉県
地球高温化対策活動支
援金事業

川口市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし 削除 ③その他の要件
・市内に住所を有しており、市税の滞納がない
ことなど他に各々要件があります

特になし ④要件なし
③定額を補助

（一部①工事費に応じて決定）
・太陽光発電（１０万円）
・ガス発電給湯（５万円）
・燃料電池給湯（５万円）
・雨水貯留施設（上限３万円）
・生ごみ処理容器（上限２万円）

定額。ただし、雨水貯留施設について
は工事費及び設置に要した額の２分
の１とし上限額まで、生ごみ処理容器
については、購入額に２分の１を乗じ
て得た額とし上限額まで

埼玉県
川口市既存建築物耐震
改修補助金

川口市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし

昭和56年以前に建築された木造の住
宅、長屋、共同住宅及びマンションで、
耐震診断の結果が規定に適合しないも
の

③その他 要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修工事に係る費用
改修に要した費用の23％とし補助上
限額まで

埼玉県
川口市既存建築物耐震
診断補助金

川口市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
昭和56年以前に建築された木造の住
宅、長屋、共同住宅及びマンション

③その他 要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断に要した費用
診断に要した費用の50％とし補助上
限額まで

埼玉県
川口市民間建築物アスベ
スト対策事業補助金（分
析調査事業）

川口市 ④災害予防 ①補助 ④その他の要件
市が指定した装置及び機器を備え
る機関が市の指定した方法で行う
こと

③その他の要件
・市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納し
ていない者

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国、地方公共団体、その他公共団
体から、既に同様の補助金の交付
を受けている建築物は対象外

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

アスベストの含有分析調査に要した
費用で補助上限額まで

埼玉県
川口市民間建築物アスベ
スト対策事業補助金（除
去等事業）

川口市 ④災害予防 ①補助 ④その他の要件
市が指定した資格を有する者が市
の指定した方法で行うこと

③その他の要件
・市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納し
ていない者

①ほかの補助事
業との併用は不
可

国、地方公共団体、その他公共団
体から、既に同様の補助金の交付
を受けている建築物は対象外

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

吹付けアスベスト等の除却等に要し
た費用の2／3 とし補助上限額まで

埼玉県 住宅改修資金助成事業 川口市 ⑥その他 景気活性化及びリフォームの促進 ①補助
②市区町村内の事業
者

市内施工事業者 ③その他の要件
固定資産税の完納。
工事施工前の申請。

市民が所有する居住用住宅または、集
合住宅においては専用部分。

③その他
ほかの本市補助事業との重複利
用は不可。

②工事費用に応じて決定 助成限度は１回
改修工事に要した金額の１００分の５
に相当する額

埼玉県
住宅建設資金等融資事
業

川口市 ⑥その他
リフォーム資金の準備が困難な方
への融資

④融資(有利子） ⑤要件なし ③その他の要件
住民税の完納。
６５歳未満の者。
工事着工前の申請。

申込み人名義の所有権登記されている
住宅。

特になし ⑥その他
改修工事費と融資限度額のどちらか低
い額

埼玉県
行田市住宅改修資金補
助制度

行田市
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

市内に事業所を有する民間の改修
工事施行業者

③その他の要件

工事着工前の申請。
市税の完納。
対象住宅の所有者かつ居住者。
過去に補助を受けていない。

個人所有の住宅。店舗との併用住宅の
場合は、住居部分のみ。

③その他
対象となる改修工事について、市
が実施する他の同様の補助金ま
たは、助成金を受けていないこと

②工事費用に応じて決定
改修工事費（消費税抜き）の５％相当
額

埼玉県
秩父市住宅リフォーム等
資金助成事業

秩父市
⑤リフォーム促
進策

①補助 補助金交付 ④その他の要件
市内の業者であり、秩父市に登録
してある事業者であること

③その他の要件
市民であり市税に未納が無いこと。対象工事に
ついて市の他の補助を受けていないこと。過去
に助成を受けていないこと。

過去に同リフォームの補助をうけていな
い住宅であること（太陽光設置・耐震工
事除く）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

対象工事について市の他の補助を
受けていないこと

②工事費用に応じて決定
工事費20万～50万円　　　　　　　　＝5万
円補助　　　　　　　　　　工事費50万円以
上　　　　　　＝10万円補助

工事費により、5万円又は10万円

埼玉県
所沢市住宅リフォーム資
金補助事業

所沢市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士派遣
を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

③その他の要件
・市内に住民登録又は外国人登録をしているこ
と
・市税を滞納していないこと

市内に自ら居住し、かつ所有している
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定
税抜き工事費の5％に相当する額（千
円未満切捨て）、10万円を限度とす
る。

埼玉県
所沢市勤労者住宅補修
資金

所沢市
⑤リフォーム促
進

③利子補給

融資のあっせん
（実際の融資は中
央労働金庫にて
実施。その際の方
法は有利子の融
資。）

⑤要件なし ③その他の要件

・市内に1年以上居住
・同一事業所に1年以上勤務
・年齢20歳以上60歳以下又は20歳未満の既婚
者で、償還完了時の年齢が65歳以下であること
・市税を滞納していないこと
・主として世帯の生計を維持していること

④要件なし ②工事費用に応じて決定 融資残高×利子補給率0.56％

埼玉県
所沢市おひさまエネル
ギー利用促進事業費補助
金

所沢市
③エコリフォーム
促進

①補助 ④要件なし ③その他の要件

①自らが居住するための市内の住宅に発電シ
ステムを設置する場合。（新築・既存）
②発電システムが設置された住宅を取得する
場合。
③補助金申請時に市税を滞納していないこと。
④所沢市の住民基本台帳に記載又は外国人
登録原票に登録されていること。（実績報告書
提出時）
⑤要綱が定める期間内に工事を完了又は引き
渡しを受けること。

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

設置する太陽電池の公称最大出力の値
に、20,000円を乗じて得た額（上限は太
陽電池容量3.5ｋＷとし、70,000円）

埼玉県
所沢市温暖化防止活動
奨励品

所沢市
③エコリフォーム
促進

奨励品の交付 ⑤要件なし ③その他の要件

①所沢市の住民基本台帳に記載又は外国人
登録原票に登録していること。
②申請書に記載した住所に居住し、所沢市温
暖化防止活動奨励品交付の対象活動を行って
いること。
③申請時に市税の滞納がないこと。

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

③エコリフォームの実施・・・「住宅
エコポイント」エコリフォーム対象工
事（国土交通省・経済産業省・環境
省）であることが要件

⑥その他
一律奨励品２コース（１コース5,000円相
当）を交付

埼玉県
所沢市我が家の耐震改
修補助金交付要綱

所沢市 ①耐震改修
①補助（診断士派遣
を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

③その他の要件
当該建築物の所有者であり、市税の滞納のな
いこと

①昭和５６年５月３１日以前に着工した
住宅
②木造：耐震診断の結果、上部構造評
価が1.0未満で当該改修で上部構造評
価が1.0以上となるもの
   木造以外：耐震診断の結果、構造耐
震指標が0.6未満で当該改修で構造耐
震指標が0.6以上となるものであって、
建築物の耐震改修の促進に関する法
律の第８条第３項に規定する建築物の
耐震改修の計画の認定を受けたもの
又は安全性を評価した結果について指
定機関による審査を受けて適正とみと
められたもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した費用

戸建・兼用住宅　耐震改修に要した
費用の15.2％で上限20万円
共同住宅・長屋　耐震改修に要した
費用の15.2％、住戸数×20万円のど
ちらか低い額で上限300万円

められたもの



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
飯能市西川材使用住宅
等建築補助金

飯能市
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし
市内に居住、営業する方の住宅・店舗
等

④要件なし ⑥その他
床、壁、ドア、ウッドデッキ等に使用した
木材の材料費(5万円以上使用が条件)

材料費の２分の１以内

埼玉県
飯能市緊急対策住まいの
環境改善資金補助金

飯能市
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし
・市税を完納していること。
・過去に補助を受けていないこと。

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象工事費２０万円（税込）以上。 補助対象となる経費の100分の5

埼玉県
飯能市木造住宅耐震改
修補助金

飯能市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なしなし ③その他の要件
対象住宅の所有者であり、市税の未納のない
方

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した費用に１００分の２
３を乗じて得た額

埼玉県
木造住宅耐震改修（住宅
改修等需要促進事業）

加須市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

建築士法に登録している建築士事
務所、または建設業の許可を受け
市内に本店または営業所を開設し
ているもの。

③その他の要件
対象住宅の所有者であり、居住していること。
（2親等以内の親族。）また、市税の滞納がない
こと。

市内に存する木造２階建て以下の一戸
建住宅又は兼用住宅でS56.5.31以前に
着工されたものであり、耐震診断による
上部構造評点が1.0未満又は地盤若し
くは基礎が安全でないもの。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修にかかる費用 耐震改修に要した費用の15.2%以内

埼玉県
木造住宅耐震診断（住宅
改修等需要促進事業）

加須市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

建築士法に登録している建築士事
務所、または建設業の許可を受け
市内に本店または営業所に所属す
る建築士。

③その他の要件
対象住宅の所有者であり、居住していること。
（2親等以内の親族。）また、市税の滞納がない
こと。

市内に存する木造２階建て以下の一戸
建住宅又は兼用住宅でS56.5.31以前に
着工されたものであり、地階を除く階数
が2以下のもの。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断にかかる費用 耐震診断に要した費用の1/2以内

埼玉県
住宅改修等需要促進事
業

加須市
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

③その他の要件
対象住宅の所有者であり、居住していること。
また、市税の滞納がないこと。

市民が市内に所有する自己の居住に
供する住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 工事費20万円（消費税除く）以上 工事費用の5％（上限5万円）

埼玉県
地球温暖化防止対策事
業

加須市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
居住している市内の住宅に設置する方（既存住
宅）または、居住するために市内に住宅を建築
し設置する方。また、市税の滞納がないこと。

市内に存する住宅または居住するため
に市内に建築する住宅で、併用住宅の
場合は、住宅部分の面積が総床面積
の2分の１以上である場合に限る。

④要件なし ③定額を補助 一律当り５０，０００円

埼玉県
本庄市木造住宅耐震診
断補助事業

本庄市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
建築士事務所で、建築士法に定め
る建築士

③その他の要件
対象建築物に居住している者
市税を完納している者
等

市内にある2階建て以下の木造住宅で
S56.5.31以前に工事に着手され、かつ、
それ以降に増改築のない一戸建ての
住宅又は店舗部分が1/2未満の併用住
宅
耐震診断の補助対象者本人又はその
１親等以内の親族が所有

④要件なし ②工事費用に応じて決定
耐震診断に要した費用（床面積１平方
メートルにつき1,000円を限度とする）の２
分の１以内で5万円を限度

耐震診断に要した費用（床面積１平
方メートルにつき1,000円を限度とす
る）の２分の１以内で5万円を限度

埼玉県
本庄市木造住宅耐震改
修補助事業

本庄市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

耐震改修設計及び耐震改修工事
の工事監理、現場検査を耐震改修
の設計図に基づき、建築士事務所

建築 建築 が
③その他の要件

対象建築物に居住している者
市税を完納している者
等

本庄市木造住宅耐震診断補助事業の
対象建築物に該当した建築物で耐震
診断による上部構造評点が１ ０未満と

④要件なし ②工事費用に応じて決定

耐震改修に要した費用（床面積１平方
メートルにつき32,600円を限度とする）に
100分の15 2を乗じて得た額で20万円を

耐震改修に要した費用（床面積１平
方メートルにつき32,600円を限度とす
る）に100分の15 2を乗じて得た額で修補助事業

で、建築士法に定める建築士が行
う

等
診断による上部構造評点が１．０未満と
診断された建築物

100分の15.2を乗じて得た額で20万円を
限度

る）に100分の15.2を乗じて得た額で
20万円を限度

埼玉県
本庄市住宅用太陽光発
電システム設置補助事業

本庄市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
対象建築物に居住している者
市税を完納している者
等

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

国の住宅用太陽光発電導入支援
対策費補助金

④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽電池の最大出力（kW：上限３．５０
kW、小数点以下第２位未満を四捨五入）
×3万円

太陽電池の最大出力（kW：上限３．５
０kW、小数点以下第２位未満を四捨
五入）×3万円

埼玉県
本庄市高齢者居宅改善
補助事業

本庄市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
６５歳以上の高齢者のみで構成される前年所
得税額が非課税の世帯で日常生活に支障のあ
る高齢者

③その他 介護保険の給付対象は除く
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

工事費の１／２（９万円を限度） 1/2

埼玉県
本庄市高齢者住宅リ
フォーム資金貸付事業

本庄市
②バリアフリー改
修

②融資（無利子） ⑤要件なし ③その他の要件 60歳以上70歳以下で市税を完納している方 ④要件なし 5年以内元金均等月賦償還

埼玉県
本庄市高齢者住宅整備
資金融資事業

本庄市
②バリアフリー改
修

④融資(有利子） ⑤要件なし ③その他の要件
60歳以上の親族である高齢者と同居している
方などで市税を完納している方

④要件なし 10年以内元利均等月賦償還

埼玉県
本庄市低所得者世帯水
洗便所改造費補助事業

本庄市 ⑥その他 公衆衛生の向上 ①補助 ー ④その他の要件 市の指定した指定下水道工事店 ③その他の要件
下水道法の規定に基づく処理区域内に
ある汲み取り便所が設けられている家
屋

④要件なし ②工事費用に応じて決定 工事費の1/2で15万を限度 工事費の1/2で15万を限度

埼玉県
本庄市生活保護世帯水
洗便所改造費補助事業

本庄市 ⑥その他 公衆衛生の向上 ①補助 ー ④その他の要件 市長 ③その他の要件

生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活
扶助を受けている者
処理区域内にくみ取り便所が設けられている家
屋の所有者であり、かつ、居住者

下水道法の規定に基づく処理区域内に
ある汲み取り便所が設けられている家
屋

④要件なし ②工事費用に応じて決定 工事費全額 工事費全額

埼玉県
本庄市重度身体障害者
居宅改善整備費補助金

本庄市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢または体幹に障害のある１級または２級の
身体障害者手帳所持者

自家または借家
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険法の住宅改修費の給付
対象者を除く。また、本庄市障害者
住宅改修費給付事業の適用を優
先し、同事業との重複部分は補助
対象外。

②工事費用に応じて決定 対象経費の2/3

埼玉県
本庄市障害者住宅改修
費給付事業

本庄市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害(移動機能
障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害
児及び身体障害者であって障害程度等級3級
以上の者。ただし、特殊便器への取替えについ
ては上肢障害2級以上の者。

自家または借家
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険法の住宅改修費の給付
対象者を除く。

②工事費用に応じて決定
原則として対象経費の９割を給付。
住民税の水準によってさらに給付。

埼玉県
東松山市高齢者住宅整
備資金貸付事業

東松山市
②バリアフリー改
修

60歳以上の高齢者のための専用居
室の増改築や玄関、トイレ、浴室等
の改造

②融資（無利子） ⑤要件なし ③その他の要件

１．市税を完納している者
２．親族である60歳以上の者と同居、または同
居しようとする者
３．専用居室等の増改築を必要とし、自力では
困難な者
４．返済について十分な能力を有する
５．市内に住所を有する２名を連帯保証人とし
て挙げる事ができる
６．10年以内に返済が可能

発注者の所有である住宅 ④要件なし ⑥その他
高齢者のための居室等の増改築にかか
る費用

増改築200万円、改造の場合１㎡あた
り15万円を上限とし、その範囲内で決
定

埼玉県

地域生活支援事業
在宅障害者日常生活用
具給付
（居宅生活動作補助用
具）

東松山市
②バリアフリー改
修

①補助

市町村民税課税
世帯については
200,000円を上限
に1割を自己負担
9割を公費負担
（市町村民税非課
税世帯について
は200,000円を公
費負担）

⑤要件なし ①身体障害者

下肢障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による運動機能障害（移動
機能障害に限る）を有する方で障害等級3級以
上の方

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険優先 ⑥その他

市町村民税課税世帯については200,000
円を上限に1割を自己負担9割を公費負
担（市町村民税非課税世帯については
200,000円を公費負担）

200,000円以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
重度身体障害者居宅改
善整備費補助金

東松山市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
下肢障害、体幹機能障害１・２級の者で、対象
障害者が属する世帯の最多収入者の前年分所
得税額が100,500円以下であること

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象経費の３分の２を補助（２４万円
を限度）

ただし、生活保護世帯については対
象経費の１０分の１０（３６万円を限
度）

埼玉県
住宅用太陽光発電設備
設置補助金

東松山市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし

・自ら居住する市内の住宅に太陽光発
電設備を設置し、自ら電力会社と受電
契約を結ぶ方（自ら居住するために住
宅を新築し、あわせて太陽光発電設備
を設置する方を含みます。）
・自ら居住するため、太陽光発電設備
設置されている住宅を市内に購入し、
自ら電力会社と受電契約を結ぶ方
・電力会社と電力受給契約を結ぶ管理
組合
※自ら居住する住宅（申請者（設置者）
の住民票があること）に太陽光発電設
備を設置することが補助対象の条件と
なります。

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽電池の最大出力値
住宅　２万円／kW(上限３．５kW）

埼玉県
春日部市既存建築物耐
震改修等補助事業

春日部市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

原則として市内に営業所を有する、
建設業法上の許可を受けている建
設業者

④要件なし 当該住宅の所有者 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した費用
耐震改修に要した費用の15.2％以内
かつ20万円以内

埼玉県
春日部市居宅改善整備
費補助

春日部市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

(１)高齢者のみの世帯に属する者
(２)身体機能の低下のため日常生活を営むうえ
で支障のある者
(３)世帯員全員の前年度の市民税が非課税で
ある世帯に属する者
(４)介護保険法第７条に規定する要介護者又は
要支援者に該当しない者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象軽費に2/3を乗じて得た額（その
額に1,000円未満の端数を生じたと
き、又はその金額が1,000円未満であ
るときは、その端数金額又はその全
額を切り捨てた額）とし、180,000円を
限度とする。

埼玉県
重度障害者居宅改善整
備
事業

春日部市
②バリアフリー
改修 ①補助 ⑤要件なし

①高齢者・身体障
害者のみ

②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

埼玉県障害福祉施設等
支援事業補助金

②工事費用に応じて決定
生活保護世帯　10/10
その他の世帯　 2/3

埼玉県
春日部市勤労者住宅資
金 資

春日部市 ⑥その他
勤労者向け新築・増築・改築等

②融資（無利子） ⑤要件なし ③その他の要件
給与所得者で同一事業所に２年以上勤務、２０

終 済 等
特になし ④要件なし 特になし埼玉県

金融資制度
春日部市 ⑥その他

※リフォームに限らない
②融資（無利子） ⑤要件なし ③その他の要件

歳以上60歳まで（最終返済時70歳まで）等
特になし ④要件なし 特になし

埼玉県
狭山市建築物耐震改修
促進事業

狭山市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
建設業法第２条第３項に規定する
建設業者で、原則として市内に本
店又は営業所を開設しているもの

③その他の要件

・市税の滞納がない者
・対象建築物に自ら居住している者
・対象建築物を所有している者又はその者の２
親等以内の親族である者

S56.5.31以前に建築確認済証が交付さ
れている木造戸建て住宅で地階を除く
階数が２以下のもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

１棟につき、耐震改修工事に要した費
用の額（床面積１㎡につき32000円を
限度）の15.2%以内で、20万円を限度

埼玉県
店舗・住宅改修工事費補
助

狭山市
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

③その他の要件

・市内在住
・市内に法人登録がありその法人が営む事業
所
・市内に店舗がある個人事業主

・現在居住の住宅
・現在営業している店舗
・これから営業する店舗

①他の補助事業
との併用は不可

市で実施している他の補助制度を
活用していないこと

②工事費用に応じて決定

住宅
　　税抜き工事費の5％（上限10万円）
店舗
　　税抜き工事費の10％（上限30万
円）

埼玉県
狭山市住宅用太陽光発
電システム設置費補助事
業

狭山市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
自ら居住する市内の住宅に設置する方で市税
の滞納がないこと。

申請者が居住する市内の住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

1ｋｗあたり50,000円
（上限50,000円）

埼玉県 住宅改修補助金 羽生市
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

市内の施行業者のみ ④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

ただし、県や国の補助事業であれ
ば、併用可。

②工事費用に応じて決定 工事費（税抜き）の５％

埼玉県
羽生市木造住宅耐震診
断補助金

羽生市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
昭和56年以前の建築確認に基づき建
築された1戸建住宅。地上2階建以下の
住宅で在来工法により建築されたもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断に要した費用の2分の1に相当
する金額で5万円を限度

耐震診断に要した費用の2分の1に相
当する金額で5万円を限度

埼玉県
住宅・建築物安全ストック
形成事業

鴻巣市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

③その他の要件 市内に住所を有す
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 20%以内

埼玉県
深谷市住宅耐震診断補
助制度・住宅耐震化補助
制度

深谷市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

市内に本店を置く民間事業者。耐
震診断はこの限りではない。

③その他の要件
深谷市に住民登録をしている方で、市税を滞納
していない方。

S56.5．31以前に工事に着手した一戸
建ての住宅又は併用住宅で耐震診断
の結果、安全でないと判断されたもの
で2階建て以下の木造在来軸組工法又
は木造枠組壁工法により建築されたも
の。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断…診断費用の1/2以内
耐震改修…改修費用の1/3以内
新築工事…上限50万円

埼玉県
上尾市既存木造住宅耐
震改修補助金

上尾市 ①耐震改修 耐震診断 ①補助 ④その他の要件 一・二級建築士および木造建築士 ③その他の要件 対象建築物に居住し、市税を完納している人
昭和５６年５月３１日以前に建てられた
住宅

②工事費用に応じて決定 50%

埼玉県
上尾市既存木造住宅耐
震診断補助金

上尾市 ①耐震改修 耐震改修 ①補助 ④その他の要件 ③その他の要件 対象建築物に居住し、市税を完納している人
昭和５６年５月３１日以前に建てられた
住宅

②工事費用に応じて決定 23％かつ32600円/㎡以内

埼玉県
住宅改修費支給
（介護保険事業）

上尾市 ⑥その他 介護保険事業 ①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

要介護認定者のみ 住民登録のある住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象経費の９割を償還払いにて支給

埼玉県
上尾市高齢者居宅改善
整備費支給事業

上尾市 ⑥その他 居宅改善整備費支給事業 ①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

要介護認定者のみ 住民登録のある住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象経費の２/３を償還払いにて支給

埼玉県 居宅改善整備費支給 上尾市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

身体障害者手帳１・２級所持者で下肢または体
幹機能障害がある人

新築・増築は除く ③その他
介護保険制度の住宅改修が優先
される

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

バリアフリー化など対象となる費用の２
／３の額（上限２４万円）

県1/2、市1/2

埼玉県
地域生活支援事業（住宅
改修費支給）

上尾市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢、体幹機能障害または乳幼児以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害（移動機能
障害に限る）を有する障害者（児）で、障害等級
３級以上の者（ただし、特殊便器への取り替え
をする場合には上肢機能障害２級以上の者）

新築・増築は除く ③その他
介護保険制度の住宅改修が優先
される

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

20万円を基準とし一部自己負担（課税世
帯10％、非課税世帯５％、生活保護受給
世帯０％）あり

国1/2、県1/4、市1/4



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
草加市住宅資金融資制
度

草加市 ⑥その他 市民の福祉の向上 ④融資(有利子） ⑤要件なし ③その他の要件

・市内に居住しているか居住しようとする方
・同一勤務先に2年以上勤務しているか、同一
の事業で引き続き3年以上収入を得ている方
・20歳以上65歳以下の方
・市税等を滞納していない方
・申込者名義で所有権登記ができる方

・市内に所在するもの
・建築基準法等の規定に適合するもの
・草加市開発事業等の手続及び基準等
に関する条例の規定に適合するもの

④要件なし ⑥その他
有担保：変動金利2.115％（上限5％）
無担保：変動金利2.965％

埼玉県
草加市高齢者及び障害
者住宅改善整備資金融
資事業

草加市
②バリアフリー改
修

利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件

・草加市に１年以上居住し、住民登録をしてい
ていること。
・同居の親族もしくは成年後見人
・市税を完納している者

高齢者等が日常生活において直接使
用する居室等

④要件なし ②工事費用に応じて決定

埼玉県
地球温暖化防止活動補
助金

草加市
③エコリフォーム
促進

①補助 ④要件なし ③その他の要件

①市内に居住し、かつ住民基本台帳に記載さ
れ、又は外国人登録原票に記載されている者
であること。
②補助金申請時に市税を滞納していないこと。
③「草加わが家の環境宣言」に取り組み、チェッ
クシートを提出すること。

特になし ④要件なし
②工事費用に応じて決定

ただし、太陽光発電システムの設置につ
いては、④設置する設備の性能に応じて
補助額を設定

埼玉県
草加市木造住宅耐震改
修補助

草加市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

（以下の要件のいずれか必要）
・建設業法に規定する建設業登録
業者
・草加市小規模契約希望者登録を
している者

③その他の要件

（以下の要件が全て必要）
・自ら所有し、1年以上自ら居住している方（個
人）
・市税を滞納していない方

（以下の要件が全て必要）
・昭和56年5月31日以前に建築確認を
受けて工事に着手した建築物
・木造住宅（2階建て以下の一戸建て、
併用住宅、長屋）
・都市計画法及び耐震基準以外の建築
基準法に違反していない建築物

③その他
一般耐震改修と簡易耐震改修の
併用は不可。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

改修費用の15.2％

埼玉県
草加緊急経済対策事業
市内リフォーム補助事業

草加緊急経済対策事業
実行委員会
（事務局：草加商工会議
所及び草加市）

⑤リフォーム促
進

①補助
③都道府県（市町村）
内の事業者かつ中小
事業者

③その他の要件
・工事の発注者が所有し、かつ発注者
自らが使用している市内に所在する建
物及び付属設備であること

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 リフォーム工事請負金額の20％

埼玉県 耐震改修 越谷市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

診断ー越谷市木造住宅耐震診断
士登録名簿に登録されている。改
修・マンション診断ー原則市内に営
業所がある事業所。

④要件なし 個人所有の住宅 特になし ③その他
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象改修工事にかかる費用 ・改修２３％以内　・診断２/３以内

埼玉県
蕨市既存木造建築物耐
震改修補助金交付要綱

蕨市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし 建物所有者 S56.5.31以前に着工 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した費用の100分の15.2
限度額30万円

15.20%

・蕨市に住民登録 外国人登録 ①ほかの補助事
埼玉県 蕨市住宅改修資金助成 蕨市

⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

③その他の要件
・蕨市に住民登録、外国人登録
・対象住宅の所有者かつ居住者
・市税に滞納なし

自己居住用の住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 5%

埼玉県
戸田市既存住宅耐震診
断補助金交付要綱

戸田市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
耐震診断を実施する者は、建築士
事務所登録を受けている建築士事
務所に所属する建築士。

④要件なし 建築物を市内に所有する者。
建築確認を取得し、市内に存する昭和
56年以前に着工された一戸建て住宅、
または木造建築物。

④要件なし ⑥その他
耐震診断に要した費用で、かつ10万円を
限度額とする。

100%

埼玉県
戸田市既存住宅耐震診
断補助金交付要綱

戸田市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
耐震診断を実施する者は、建築士
事務所登録を受けている建築士事
務所に所属する建築士。

④要件なし 建築物を市内に所有する者。
建築確認を取得し、市内に存する昭和
56年以前に着工された木造以外の共
同住宅。

④要件なし ⑥その他
耐震診断に要した費用の2分の1以内
で、一戸当たり2万円とし、一棟当たり
100万円を限度額とする。

2分の1

埼玉県
戸田市既存住宅耐震改
修補助金交付要綱

戸田市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

耐震改修を施工する者は、市内に
事務所を置く建設業者。

④要件なし 建築物を市内に所有する者。
建築確認を取得し、市内に存する昭和
56年以前に着工された一戸建て木造
住宅。

④要件なし ⑥その他
耐震改修に要した費用の3分の1以内
で、かつ30万円を限度額とする。

3分の1

埼玉県
戸田市環境配慮型システ
ム等設置費補助制度

戸田市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 住宅の所有者で居住住宅に限る ④要件なし ③定額を補助 定額

埼玉県
戸田市生ごみ肥料化容器
購入交付要綱

戸田市
③エコリフォーム
の促進

①補助
②都道府県（市区町
村）内の事業者

④要件なし ④要件なし ③定額を補助 定額

埼玉県
戸田市勤労者住宅資金
融資

戸田市 ⑥その他 勤労者の福祉向上 ④融資（有利子） 無担保融資 ⑤要件なし ③その他の要件
市内居住者、同一事業所に引き続き2年以上勤
務、市税の完納、返済しながら生活できる、勤
労者であること。

建築基準法に適合 ③その他 該当無 ⑥その他 融資
貸付利率　年2.715％
保証料年0.73％
貸付期間15年以内

埼玉県
高齢者居室等整備資金
融資

戸田市 ⑥その他 高齢者居室等整備資金融資 ④融資（有利子） 　③利子補給 ⑤要件なし 特になし
①高齢者・身体障
害者のみ

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定
・融資限度額１件５００万円
・利子補給は支払利子の５０％を助成

埼玉県
日常生活用具給付事業
（居宅生活動作補助用
具）

戸田市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害（移動機能
障害に限る）を有するものであって、障害等級3
級以上のもの

同一住宅につき1回限り ③その他 介護保険優先 ②工事費用に応じて決定 20万円を限度 10割

埼玉県
重度身体障害者居宅改
善整備費助成

戸田市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢又は体幹に障害のある身体障害者手帳の
1・2級所持者に1回のみ

特になし ③その他
介護保険対象者は非該当
上記日常生活用具給付事業優先

②工事費用に応じて決定 36万円を限度
生活保護受給者10割
それ以外3分の2

埼玉県
戸田市雨水貯留施設等
設置費補助金交付事業

戸田市 ④災害予防 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

①市内にある、土地又は住宅、事業所等（建設
予定のものを含む。）の建築物の所有者又は占
有者（所有者の同意を得た者に限る。）であるこ
と。
②水道料金又は下水道使用料（公共下水道未
整備地区は除く。）を滞納していないこと。
③過去5年以内に本補助金の交付を受けてい
ないこと。

市内にある、土地又は住宅、事業所等
（建設予定のものを含む。）であること。

④要件なし ②工事費用に応じて決定 補助対象設備の設置にかかる費用。 設置費用の半額。上限5万円まで。

埼玉県
入間市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

入間市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

１　自ら所有し、又は新築する市内の住宅（一
の建築物を複数の用途に使用する場合は、当
該建築物の延べ面積の過半を住宅の用途に供
するものに限る。）に太陽光発電システム（以下
「発電システム」という。）を設置する方。
2 　前年度分の市町村税を完納している方。
3 　補助金の交付は１回限りのため、過去に交
付を受けていない方。
4 　設置工事完了日の翌日から起算して２０日
以内又は当該年度の３月１０日のいずれか早
い日までに、補助金実績報告書を提出できる
方。

1 　太陽電池容量(日本工業規格に基
づいて算出された太陽電池モジュール
の最大出力の合計値をいう。)が１０キ
ロワット未満のものであること。
2 　電力会社の低圧配電線と逆潮流の
ある系統連結(発電システムによる発電
量のうち当該住宅における使用量を超
える余剰電力が生じた場合に、これを
商用電力に送電できるように当該発電
システムを商用電力と連結させている
ことをいう。)をしていること。
3 　電力会社と電灯契約(電灯又は小
型機器を使用する需要に関する契約を
いう。)を締結していること。
4 未使用品であること

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

太陽光電池容量の値
2万円/kw

方。
4 　未使用品であること。
5 　住宅の屋根及び屋上への設置に適
しているものであること。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
入間市勤労者住宅資金
貸付制度

入間市 ⑥その他

リフォーム支援としては、自ら居住
する住宅の増築・改築・修繕に必要
な資金を融資する。
　※この制度はリフォームだけでは
なく、住宅の新築・購入（中古住宅、
マンションを含む）及び土地の取得
に必要な資金も融資する制度であ
る。

④融資(有利子） ⑤要件なし ③その他の要件

・市内に居住し、かつ、住民票に記載されてい
る勤労者又は市内に居住しようとし、住民票に
記載されることが確実な勤労者。
・同一事業所に２年以上勤務
・年齢：満20歳～55歳以下
・資金を返済しながら生活できること。

市内で、自ら居住する既存住宅 ③その他

入間市水洗便所改造資金融資と
併用可能。ただし、融資額は当該
制度の利用貸付額を控除した額と
する。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

貸付利率・貸付期間
有担保：1.865％（変動金利　但し、上
限金利5.0％）
　30年以内（貸付額300万円を超え
1,500万円以内）
　15年以内（貸付額300万円以内）
無担保：2.30％（固定金利）
　10年以内

埼玉県 居宅改善整備費補助金 入間市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

１．市内に住所を有する２．介護保険の要支援
以上の認定を受けている３．生計中心者の前年
分の所得税が非課税世帯に属する４．介護保
険における住宅改修の対象となる工事で２０万
円を超える部分

②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

介護保険における住宅改修の対
象になる工事で２０万円を超える部
分

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

介護保険における住宅改修の対象と
なる工事で２０万円を超える部分で生
活保護世帯は３０万円を限度額とした
全額。所得税非課税世帯は３０万円
を限度額とした９割（最高補助額２７
万円）。

埼玉県 居宅改善整備費補助金 入間市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
身体障害者手帳所持者（下肢又は体幹に障害
を有し、手帳の等級が１級又は2級）で所定の要
件を満たす者（介護保険対象者を除く）

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象経費の2/3

埼玉県
入間市木造住宅耐震診
断補助制度

入間市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
耐震診断を行う者
建築士事務所に所属する一級建築
士、二級建築士及び木造建築士

③その他の要件
補助対象建築物を所有し、前年度分の市税を
完納している方

昭和56年5月31日以前に着工された木
造住宅（階数が地上２以下のもの）

④要件なし ⑥その他 耐震診断に要した費用に応じて決定
耐震診断に要した費用の２分の１以
内

埼玉県
鳩ヶ谷市住宅耐震改修補
助

鳩ヶ谷市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

鳩ヶ谷市内、川口市内に本店又は
営業所を有する事業者。

③その他の要件
市内に住所を有し、かつ、市税を完納している
木造住宅を所有及び居住している方。

S56.5.31以前に建築された一戸建て木
造２階建て以下の住宅又は兼用住宅
で、耐震診断の結果、総合評価が1.0未
満のもの。

②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

鳩ヶ谷市木造住宅耐震診断補助
制度を利用して耐震診断を行い、
総合評価が1.0未満のもの。

②工事費用に応じて決定 30万円を限度
平成25年1月までの申請については、
費用の23％かつ30万円を上限

埼玉県
鳩ヶ谷市住宅耐震診断補
助

鳩ヶ谷市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

耐震診断を実施する者は、建築士
事務所登録を受けている建築士事
務所に所属する建築士。

③その他の要件 建築物を市内に所有する者。
建築確認を取得し、市内に存する昭和
56年以前に着工された一戸建て木造
住宅。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他の補助金等の交付を受けること
は支障ない。
同一箇所の工事について重複して
本市の補助金等を受けることはで
きない。

⑥その他
耐震診断に要した費用の2分の1に相
当する金額で5万円を限度

埼玉県 住宅改修資金助成事業 鳩ヶ谷市 ⑥その他 景気活性化及びリフォームの促進 ①補助
②市区町村内の事業
者

市内施工事業者 ③その他の要件
固定資産税の完納。
工事施工前の申請。

市民が所有する居住用住宅。
①ほかの補助事
業との併用は不
可

他の補助金等の交付を受けること
は支障ない。
同一箇所の工事について重複して
本市の補助金等を受けることはで
きない。

②工事費用に応じて決定 助成限度は１回
改修工事に要した金額の１００分の５
に相当する額

市内に住所を有し かつ 自ら 戸建の建物を
他の補助金等の交付を受けること

埼玉県
鳩ヶ谷市新エネルギー活
用システム設置費補助金

鳩ヶ谷市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

市内に住所を有し、かつ、自ら一戸建の建物を
所有している方。
前年度の市・県民税、固定資産税を完納してい
る方。

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

他 補助 等 交付を受ける
は支障ない。
同一のシステムについて重複して
本市の補助金等を受けることはで
きない。

③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

太陽光発電システム　１ｋＷ以上設置が
必要

定額

埼玉県
既存建築物耐震化対策
促進事業（朝霞市既存建
築物耐震改修補助金）

朝霞市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

改修を施工する者は、原則として市
内に事務所もしくは営業所があるこ
と。

③その他の要件
補助の対象となる建築物の所有者。
共有の場合は代表者。分譲の共同住宅ではそ
の管理を行う団体（管理組合等）。

補助の対象となる建築物は、建築確認
を取得し、市内に存する昭和56年5月
31日以前に着工されたものであること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

他の補助金等の交付を受けること
は支障ない。
同一箇所の工事について重複して
本市の補助金等を受けることはで
きない。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

戸建20%
｛100%（高齢者・障害者等）｝
共同20%

埼玉県
既存建築物耐震化対策
促進事業（朝霞市既存建
築物耐震診断補助金）

朝霞市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

診断を行う者は、原則として市内に
建築士事務所があること。

③その他の要件
補助の対象となる建築物の所有者。
共有の場合は代表者。分譲の共同住宅ではそ
の管理を行う団体（管理組合等）。

補助の対象となる建築物は、建築確認
を取得し、市内に存する昭和56年5月
31日以前に着工されたものであること。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

戸建50%
｛100%（高齢者・障害者等）｝
共同50%

埼玉県
朝霞市高齢者住宅整備
資金貸付事業

朝霞市 ⑥その他 二世代世帯居住促進 ③利子補給 ⑤要件なし ③その他の要件 高齢者と同居をする者 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 定額

埼玉県
朝霞市高齢者等住宅改
善費補助事業

朝霞市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 対象経費の3分の2

埼玉県
朝霞市個人住宅リフォー
ム資金補助制度

朝霞市
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

③その他の要件
1.朝霞市に住民登録している市民2.リフォーム
を行う建物の所有者3.市民税などに滞納がない
者

朝霞市内に所有する自己の居住に供
する住宅で、集合住宅においては専用
部分

③その他
朝霞市で実施している同様の補助
事業との併用は不可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象工事費が10万円以上（消費税
抜き）

補助対象工事費の100分の5に相当
する額（100円未満切り捨て）

埼玉県
太陽光発電システム設置
費補助事業

朝霞市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市税を完納していること、当該家屋に自らが現
に居住しているまたは居住予定であること

戸建て住宅であること ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

1ｋｗあたり70,000円

埼玉県
重度障害者住宅改善費
補助事業

朝霞市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢または体幹に障害があり、1，2級の身体障
害者手帳の交付を受けている人で、かつ住宅
改善が必要と認められる人

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象箇所の基準額の2/3、改善
費が基準額に満たない場合はその改
善費の2/3
ただし、生活保護世帯は10/10

埼玉県
志木市既存建築物耐震
診断及び耐震改修補助
金交付制度

志木市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
昭和56年5月31日以前に建築確認を取
得し、着工した住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震補強工事または建替工事に要した
費用

耐震補強：1/5
(障がい者等：10/10）
建替：定額

埼玉県
太陽光発電システム設置
費補助事業

志木市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

発電最大出力に、2万円/kWを乗じた
額

埼玉県
和光市介護保険居宅介
護等住宅改修助成事業

和光市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

介護保険法第９条に規定する被保険者で、要
介護認定又は要支援認定を受けた者のうち居
宅において介護等を受ける者が行う住宅改修
について

住宅所有者の承諾を得ていること
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

介護保険法第４５条第1項に定め
る居宅介護住宅改修費又は介護
保険法第５７条第1項に定める介
護予防住宅改修費を優先する

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象の改修にかかる費用 対象費用の100分の90

埼玉県
和光市既存住宅耐震診
断助成事業

和光市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
建築士事務所登録のある建築士事
務所が診断すること

③その他の要件
市内に在住の住宅の所有者又は管理を行う団
体

建築確認を取得して昭和５６年５月３１
日以前に着工された建築物が助成対
象

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震診断費用

診断費用の２／３又は５万円のいず
れか少ない額（一般）、診断費用の相
当額又は１０万円のいずれか少ない
額（災害時要援護者）、診断費用の２
／３，戸数×２万円又は１００万円の
うち最も少ない額（分譲マンション）



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
和光市既存住宅耐震改
修助成事業

和光市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
建築士事務所が耐震補強設計を
し、建設業登録のある建設業者が
施工すること

③その他の要件
市内に在住の住宅の所有者又は管理を行う団
体

建築確認を取得して昭和５６年５月３１
日以前に着工された建築物で、耐震診
断の上部構造評点が１．０未満又は地
盤もしくは基礎が安全でないと診断され
たもの。木造以外にあっては、構造耐
震指標が０．６未満のもの。

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震改修費用

改修費用の１／５又は２０万円のいず
れか少ない額（一般）、改修費用の相
当額又は４０万円のいずれか少ない
額（災害時要援護者）、改修費用の１
／５，戸数×３０万円又は２０００万円
のうち最も少ない額（分譲マンション）

埼玉県
新座市個人住宅リフォー
ム資金補助金

新座市
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

市に登録された業者
③その他の要件

・市内に住所を有しリフォームを行おうとする個
人住宅を所有している。
・市税等完納している。

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 ５％(上限１０万円)

埼玉県 勤労者住宅融資 新座市
⑤リフォーム促
進

③利子補給
②市区町村内の事業
者

③その他の要件 約定どおりの返済が行われていること 特になし ④要件なし ⑥その他 支払い利子額に応じて決定
支払い利子の１％を超えた部分に相
当する額

埼玉県
新座市住宅用太陽光発
電システム設置費補助事
業

新座市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 市税等の滞納がないこと 申請者が居住する市内の住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

１ｋｗあたり２万円、上限５万円まで

埼玉県
新座市住宅用高効率給
湯器設置費補助事業

新座市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 市税等の滞納がないこと 申請者が居住する市内の住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

エコキュート、エネファーム、エコウィ
ル・・・２万円エコジョーズ、エコフィー
ル・・・１万円

埼玉県
新座市雨水貯留槽設置
費補助事業

新座市 ④災害予防 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 市税等の滞納がないこと 申請者が居住する市内の住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

設置費用の半額。上限1万円まで

埼玉県
重度障がい者居宅改善整
備費の助成

新座市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし 申請者が業者を決めて申請する。 ①身体障害者 身体障害者手帳所持者の内１・２級 特になし ③その他
居宅生活動作補助用具（住宅改
修）との併用可

②工事費用に応じて決定 補助対象設備の設置にかかる費用
補助対象工事費の経費の３分の２以
内（54万円限度）

埼玉県
居宅生活動作補助用具
（住宅改修）

新座市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし 申請者が業者を決めて申請する。 ①身体障害者
身体障害者手帳所持者３級所持者以上（但し、
便座交換は２級以上）

特になし ③その他
重度障がい者居宅改善整備費の
助成と併用可

②工事費用に応じて決定 補助対象設備の設置にかかる費用
20万円を限度とし、市民税課税世帯
は工事費の9割を補助、非課税世帯
は10割補助する。

埼玉県
高齢者と障がい者の住み
よい住宅整備資金の貸付

新座市
②バリアフリー改
修

②融資（無利子） ⑤要件なし 申請者が業者を決めて申請する。
①高齢者・身体障
害者

身体障害者手帳所持者の内１・２級 特になし ③その他 利用可 ②工事費用に応じて決定 補助対象設備の設置にかかる費用 6か月据え置き、最高10年返済

埼玉県 居宅改善整備費助成 新座市
②バリアフリー改
修

①補助 ④その他の要件 市内の業者 ③その他の要件

居宅の改善を必要としている６５歳以上の高齢
者で、その世帯の生計中心者の前年の所得税
課税年額が32,400円以下の方で、市税を完納
している方。生活保護受給者は対象外。

特になし ③その他

要介護認定を受けている場合、居
宅の改善に要した費用から介護保
険で適用される額を除いた金額の
2/3を助成。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

居宅の改善に要した費用の1/2

埼玉県 住宅整備資金貸付 新座市
②バリアフリー改
修

②融資(無利子) ④その他の要件 市内の業者 ③その他の要件 特になし ③その他 特になし ⑥その他 一世帯あたり３００万円以内(無利子)
償還：交付日の属する月の翌月から
６か月据え置き、月賦、半年賦又は年
賦で１０年以内とします。

埼玉県
新座市既存木造住宅耐
震診断助成事業

新座市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

原則市内 ③その他の要件
対象の建築物に居住かつ、本人又は一親等が
所有

市内の昭和56年5月31日以前に着工。
木造2階以下の一戸建て住宅

③その他 要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象費の2/3

埼玉県
新座市既存木造住宅耐
震改修助成事業

新座市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

原則市内 ③その他の要件
対象の建築物に居住かつ、本人又は一親等が
所有

上記でＩｗ値1.0未満 ③その他 要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象費の15.2%

埼玉県
桶川市既存木造住宅耐
震化事業補助金

桶川市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
耐震診断の結果、改善が必要であると判断さ
れること
市税を滞納していないこと

市内に所在する昭和56年5月以前に建
築された木造2階建て以下の一戸建て
の住宅又は兼用住宅であること

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

工事に要した費用又は床面積×
32,600円のうち、いづれか少ない額の
23％以内

埼玉県
桶川市既存木造住宅耐
震化事業補助金

桶川市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
耐震診断の結果、改善が必要であると判断さ
れること
市税を滞納していないこと

市内に所在する昭和56年5月以前に建
築された木造3階建て以下の一戸建て
の住宅又は兼用住宅であること

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

10万円（耐震改修に伴うリフォーム工
事、耐震改修を合わせて上限35万
円）

埼玉県
桶川市住宅用新・省エネ
ルギー機器設置費補助金

桶川市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
前年度分の市税を完納していること
設置完了時に住民登録があること

市内に所在する自己居住用の住宅 ④要件なし ③定額を補助
本体購入に係る費用、設置工事に係る
費用

太陽光発電システム＝1kwあたり2万
円（上限7万円）
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器＝3万円
潜熱回収型給湯器＝2万円
ガスエンジン給湯器＝5万円
家庭用燃料電池＝5万円

埼玉県
桶川市勤労者住宅資金
貸付

桶川市
⑤リフォーム促
進

④融資（有利子） ⑤要件なし ③その他の要件

市内に居住、居住しようとしており、同一事業所
に１年以上勤務していること
貸付時20歳以上60歳以下であり、償還終了時
70歳（無担保65歳）以下であること
市県民税を完納していること
家族収入を含み、借入金を返済しながら生活し
うること

・申込者が市内に居住する為の住宅で
あること
・法令に適合していること
・宅地は100㎡以上あること

④要件なし ⑥その他

有担保
30年以内1.865％（変動金利）
無担保
10年以内2.300％（固定金利）
15年以内2.715％（変動金利）

埼玉県
久喜市住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

久喜市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 （３）の支援対象者と同じ 特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

国の補助を受けていることを要件
としている。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

国が実施する補助事業の補助対象設備
及び工事費が支援対象。

1kw当たり20,000円。
（上限は、4kw、8万円）

埼玉県
久喜市重度身体障害者
居宅改善整備費補助事
業

久喜市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を
受けておりかつ、障害の部位が下肢又は体幹
を含む手帳1級又は2級の者

新築、増築、改築は対象外
①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険法の規定により給付対象
となる住宅改修、自立支援方によ
り日常生活用具給付等事業の給
付対象となる住宅改修を除く。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

基準単価36万円と対象経費の実支
出予定額とを比較して少ない方の額
に ２/３を乗じた額（生活保護世帯は
10/10）
世帯の最多収入者の前年分所得税
額が100,500円以下であること。

埼玉県
久喜市重度障がい者等日
常生活用具給付等事業

久喜市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑨その他
事業者の運営状況のわかる書類
（定款、決算書等）を添付し、事業
者登録を行う必要がある。

③その他の要件
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害者であって
障害等級３級以上の者

①ほかの補助事
業との併用は不
可

介護保険法の規定により給付対象
となる住宅改修を除く。、久喜市重
度身体障害者居宅改善整備費補
助事業との併用は不可。

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

対象の工事費用の9/10
世帯の最多納税者の市町村民税（所
得割）が４６万円以上の世帯は支給
対象外。

埼玉県
久喜市既存建築物
耐震診断補助金交付制
度

久喜市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
前年度の市税(市県民税・固定資産税)を滞納し
ていないこと

・昭和５６年５月３１日までに久喜市内
に建築されていること

④要件なし ⑥その他 耐震診断に要した費用の２分の１以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
北本市住宅用太陽光発
電システム設置費補助制
度

北本市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

自ら居住する市内の住宅を所有する人で、か
つ、市税を完納している人。
設置する建築物の敷地および建築物等に都市
計画法および建築基準法を遵守している人。
当該年度の３月10日までに工事が完了できる
人。
申請後、設置工事に着手する人。

１．電力会社の低圧配電線と逆潮流の
ある系統連結をしていること。
２．太陽電池容量が10キロワット未満
の太陽光発電システムであること。
３．電力会社と電灯契約を締結している
こと。
４．未使用品であること。

④要件なし ③定額を補助

(１)太陽電池モジュール　(２)架台　(３)接
続箱　(４)直流側・交流側開閉器　(５)イン
バータ 　(６)保護装置
(７)発生電力量計　（８）余剰電力販売用
電力量計　(９)配線および配線器具の購
入並びに据付に係る費用
(10)設置工事に係る費用

定額

埼玉県 勤労者住宅貸付資金 北本市 ⑥その他 勤労者支援 ④融資(有利子） ⑤要件なし ④要件なし

市内に居住するための専用住宅の新
築・増改築・修繕または購入（中古・マ
ンションを含む）であること。
宅地面積が100平方メートル以上であ
ること。ただし、マンションの場合はこの
限りでない。
法令等に違反していない建築物である
こと。

④要件なし

埼玉県
八潮市木造住宅耐震診
断補助金

八潮市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
都道府県等が実施する耐震診断
講習会を受講修了した建築士

③その他の要件
・市内に住所を所有し、１年以上居住している
方
・市税を滞納していない方

・旧耐震基準により建築された木造在
来工法2階建て以下の一戸建て住宅ま
たは併用住宅（延べ面積の1/2以上が
住宅のもの）
・都市計画法、建築j基準法に明らかに
違反していない住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断に要した費用 費用の1/2かつ5万円を限度

埼玉県
八潮市木造住宅耐震改
修補助金

八潮市 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

市内に建設業法に規定する本店ま
たは営業所を置く建設業者、また
は八潮市小規模建設工事等業者
登録をしている業者

③その他の要件
・市内に住所を所有し、１年以上居住している
方
・市税を滞納していない方

・旧耐震基準により建築された木造在
来工法2階建て以下の一戸建て住宅ま
たは併用住宅（延べ面積の1/2以上が
住宅のもの）
・耐震診断による総合評価が1.0未満と
判定された住宅
・都市計画法、建築j基準法に明らかに
違反していない住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市による同様の補助金受けていな
い方

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した費用 費用の23%かつ25万円を限度

埼玉県
八潮市雨水貯留施設設
置費補助

八潮市 ④災害予防 ①補助 ④その他の要件

・浄化槽転用雨水貯留施設設置
は、八潮市指定下水道設備工事事
業者
・小型雨水貯留施設設置は、要件
なし

③その他の要件
・申込日現在において、本市に住所を有するも
のであること
・申込日現在において、市税の滞納がないこと

特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用
浄化槽転用雨水貯留施設は定額、小
型雨水貯留施設は費用の１／２かつ
２．５万円を限度

国や県の太陽光発電システム補
助金や高効率給湯器補助金の併

太陽光発電システム

埼玉県
八潮市新エネルギー等活
用システム設置費補助制
度

八潮市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市内に居住
市税の滞納がない

戸建住宅または併用住宅（延べ面積の
1/2以上が住宅のもの）

③その他

助金や高効率給湯器補助金の併
用が可能だが、補助対象経費から
併用補助金額を控除した額の１／
３以内とし、合計で２０万円を限
度。

⑥その他

太陽光発電シ テ
：太陽電池の最大出力値（１０ｋＷ未満）

高効率給湯器等
：設置に要する経費

埼玉県
八潮市住宅改修資金補
助金

八潮市
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

市内に本店等がある住宅改修施工
業者

③その他の要件

・市内に１年以上住民登録、又は外国人登録し
ている方
・市税を滞納していない方
・対象工事が、市で実施している同様の補助制
度の対象とならない方
・過去に同じ住宅で、この補助金を受けていな
い方

発注者の要件を満たしている方が所有
し居住している個人住宅で、市内にあ
る住宅

③その他

市の同様の補助制度との併用は
不可。
県の補助制度や住宅版エコポイン
トとの併用は可。

②工事費用に応じて決定 10万円以上の工事
平成23年度は未定
※要綱では補助対策経費の5％

埼玉県
富士見市既存住宅耐震
改修工事補助金

富士見市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件 建設業登録を行っている建設業者 ③その他の要件

・所有者（またはその者の一親等以内の親族）
で居住している者
・市内に住所を有する者
・市税の滞納がない者

・市内にある住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された
住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

23%

埼玉県
富士見市住宅用太陽光
発電システム設置奨励金

富士見市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・住民登録か外国人登録をしている者
・電力受給契約者
・市税の滞納がない者

・市内にある住宅 ④要件なし
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助

埼玉県
富士見市住宅改修工事
補助金

富士見市
⑤リフォーム促
進

①補助
②都道府県（市区町
村）内の事業者

市内の施行業者に限る（営業所、
支店でも可）

③その他の要件
・住民登録か外国人登録をしている者
・市税の滞納がない者

・市内にある住宅
・自己が所有し居住している住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 5%

埼玉県
三郷市耐震改修等費用
助成事業

三郷市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
旧耐震基準の住宅を倒壊しないように
耐震改修すること

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震改修以外の工事費に対して 5%

埼玉県
三郷市住宅用省エネ設備
導入促進事業補助金

三郷市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市内に居住
市税の滞納がない

戸建住宅または併用住宅（延べ面積の
1/2以上が住宅のもの）

③その他

国や県の太陽光発電システム補
助金や高効率給湯器補助金の併
用が可能だが、補助対象経費から
併用補助金額を控除した額の１／
３以内とし、合計で１２万円を限
度。

⑥その他

①太陽光発電システム
：太陽電池の最大出力値（１０ｋＷ未満）
で1kwあたり2.5万円
上限8万円
②エネファーム4万円
③～⑥各1万円

埼玉県
蓮田市ユニバーサルデザ
イン住宅等改修資金補助

蓮田市
②バリアフリー改
修

①補助
②市区町村内の事業
者

市内小規模企業者（おおむね２０人
以下の事業所）

③その他の要件

1、蓮田市に住民登録又は外国人登録している
こと。
2、住宅の所有者で居住していること。
3、市税及び市の各種資金の貸付返済に滞納
がないこと。
4、対象となる改修工事について、他の補助制
度による補助を受けていないこと。

居住している自己所有の住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象の改修工事費（消費税等
別）の５％に当たる額

埼玉県
蓮田市住宅用太陽光発
電システム設置費補助

蓮田市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

・蓮田市内に住所を有する方で、市内の自ら居
住するために用いる家屋に、最大出力が１キロ
ワット以上の太陽光発電システムを新規で設置
すること。
・これまでに本補助金の交付を受けていないこ
と。
・受付日から2 週間を経過した日以降に設置さ
れるものであること。
・市税及び市の各種貸付金について、滞納のな
いこと。

居住している自己所有の住宅 ④要件なし
③(工事費用にかかわらず)定
額を補助

一律５万円

埼玉県
蓮田市既存建築物耐震
診断補助

蓮田市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

建築士事務所登録を受けている事
務所に所属している建築士又は、
木造住宅の耐震診断講習会を受
講し、受講終了証を受けた建築士

③その他の要件 住宅の所有者又は所有者の同意を得た居住者

(１)市内の木造2階以下の一戸建て住
宅又は併用住宅
(２)昭和56年5月31日以前の旧耐震耐
震基準で建築されたもの

④要件なし ②工事費用に応じて決定
耐震診断費用の１／２（１，０００円未
満切捨て）かつ５万円以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
蓮田市既存建築物耐震
改修補助

蓮田市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 住宅の所有者又は所有者の同意を得た居住者

(１)市内の木造2階以下の一戸建て住
宅又は併用住宅
(２)昭和56年5月31日以前の旧耐震耐
震基準で建築され、次のいずれかに該
当するもの
①耐震診断結果、上部構造評点が１．
０未満を耐震改修工事によって１．０以
上とするもの
②耐震診断結果、地盤若しくは基礎が
安全でないものを耐震改修工事によっ
て安全にするもの

④要件なし ②工事費用に応じて決定
耐震改修工事に要した費用の２３％
（１，０００円未満切捨て）かつ３０万円
以内

埼玉県
坂戸市既存木造住宅耐
震改修補助金

坂戸市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
建築士法第２３条第１項に規定す
る建築士事務所に所属している同
法第２条第1項に規定する建築士

③その他の要件
補助対象となる建築物を所有し、かつ、過年度
の市税の滞納がない者

①昭和５６年５月３１日以前に着工され
た木造の一戸建ての住宅
②地階を除く階数が２以下のもの
③違反していないことが明らかなもの

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震診断に要した費用
耐震診断に要した費用に３分の２を
乗じて得た額

埼玉県
坂戸市既存木造住宅耐
震診断補助金

坂戸市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
建設業法第２条第３項に規定する
建設業者

③その他の要件
補助対象となる建築物を所有し、かつ、過年度
の市税の滞納がない者

①昭和５６年５月３１日以前に着工され
た木造の一戸建ての住宅
②地階を除く階数が２以下のもの
③違反していないことが明らかなもの
④耐震診断による安全性の総合評価
が１．０未満と判定されたもの

④要件なし ②工事費用に応じて決定 耐震改修に要した費用
耐震改修に要した費用に１００分の２
３を乗じて得た額

埼玉県
幸手市住宅リフォーム資
金補助制度

幸手市
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

③その他の要件

・幸手市に居住している
・対象住宅に居住している
・市税等の滞納がない
・過去に、この資金補助を受けていない

特になし ③その他
市の他の補助制度による補助対
象工事以外

②工事費に応じて決定
工事費×５／１００、最高で１０万円（千
円未満切り捨て）

工事費×５／１００、最高で１０万円
（千円未満切り捨て）

埼玉県
鶴ヶ島市重度身体障害者
居宅改善整備費補助金

鶴ヶ島市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤なし ③その他の要件

市内に住所を有し、障害部位が下肢又は体幹
にある者で、次のいずれにも該当する者
①身体障害者手帳１級又は２級所持者
②世帯の最多収入者の前年（居宅改善する月
が4～6月の間にあっては前々年）の所得税額
が10万5百円以下のもの

特になし ④要件なし

居宅改善整備工事と住宅改修工
事を伴う工事で、それぞれの費用
の算出が明確に分けられる場合に
は併用可能

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象経費にかかる費用
補助対象経費の3分の2（生活保護受
給世帯は10分の10）

埼玉県
鶴ヶ島市重度障害者等日
常生活用具給付等事業

鶴ヶ島市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤なし ③その他の要件 特になし ④要件なし

居宅改善整備工事と住宅改修工
事を伴う工事で、それぞれの費用
の算出が明確に分けられる場合に
は併用可能

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象経費にかかる費用

は併用可能

埼玉県
鶴ヶ島市勤労者住宅資金
融資制度

鶴ヶ島市 ⑥その他 増改築 ④融資（有利子） ⑤要件なし ③その他の要件

1.市内居住または、居住見込み
2.同一事業所に1年以上勤務している勤労者
3.年齢　20歳以上60歳以下
4.資金の償還について弁済能力を有すること
5.市税を完納していること

鶴ヶ島市に居住するための住宅である
こと

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他 増改築工事費用（限度額の範囲内）

 融資期間
　     有担保　30年以内
     　無担保　15年以内
 融資金利
     　有担保　年1.865%
　     無担保　年2.30%

埼玉県
日高市重度身体障がい者
居宅改善整備費補助金
交付事業

日高市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

市内に住所を有する身体障害者のうち、下肢又
は体幹機能障害者で、その障害等級が１級、２
級の者。かつ、属する世帯の最多収入者の前
年所得に係る所得税額が１０万５００円以下の
者。

対象となる障害者が居住する既存住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用
２４万円を限度として必要経費の２／
３の額

埼玉県
吉川市木造住宅耐震診
断補助金交付要綱

吉川市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

・市内の建築士事務所に所属する
建築士
・財団法人日本建築防災協会が開
催する木造住宅の耐震診断講習
会もしくは都道府県の開催する木
造住宅耐震診断講習会を受講し、
受講終了書を受けた建築士

③その他の要件 住宅の所有者（個人に限る。） ④要件なし ⑥その他
住宅一棟につき耐震診断に要した費
用の３分の２とし、５万円が限度

埼玉県
吉川市木造住宅耐震改
修補助金交付要綱

吉川市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

・建設業法に規定する建設業者。
・吉川市小規模建設工事等契約希
望者登録名簿に登録されている
者。

③その他の要件 住宅の所有者（個人に限る。）

市内に存する木造２階建て以下の一戸
建住宅又は兼用住宅でS56.5.31以前に
着工されたものであり、耐震診断による
上部構造評点が1.0未満のもの。

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修にかかる費用
住宅一棟につき耐震改修に要した費
用の１００分の２３とし、２０万円が限
度

埼玉県
ふじみ野市勤労者住宅資
金融資あっせん制度

ふじみ野市 ⑥その他
勤労者の住宅取得支援を図るた
め。

融資あっせん ⑤要件なし ③その他の要件

①市内に居住または、居住しようとするもので、
同一事業所に1年以上勤務している方
②60歳以下の方で、毎月返済しながら生活でき
る方（ただし、70歳までに返済可能な方）
③市・県民税を完納または、完納見込み確実な
方
④現にこの制度による融資を受けていない方

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象工事にかかる費用

融資条件
・有担保
→期間30年、利率2.115％
・無担保
→期間10年、利率2.965％

埼玉県
ふじみ野市既存住宅耐震
診断料・耐震改修工事費
補助金

ふじみ野市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
建設業法第３条第１項の許可を受
けて建設業を営む者

③その他の要件
対象建築物を所有し、自ら居住し、市税を滞納
していない者

昭和５６年５月３２日以前に着工された
建築物

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震診断に要した費用
耐震改修に要した費用

耐震診断: 2／3
耐震改修:15.2%

埼玉県
三芳町既存住宅耐震改
修助成制度

三芳町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
三芳町既存住宅耐震改修助成要
綱による施工者

③その他の要件 三芳町既存住宅耐震改修助成要綱のとおり
三芳町既存住宅耐震改修助成要綱に
よる住宅

②その他
住宅エコポイント等の助成を受け
ていても可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修に要した額に100分の20

埼玉県 毛呂山町 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

③その他の要件 町税の滞納がないこと ④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

上部補強工事、基礎補強工事、既存仕
上げ等の工事、耐震改修設計及び工事
監理に係る費用

２分の１以内

埼玉県
越生町住宅用太陽光発
電システム設置補助金

越生町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

埼玉県
滑川町耐震・住宅リフォー
ム補助金

滑川町 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

町内に事業所等を有する法人又は
住所を有する個人事業主。

③その他の要件 特になし ④要件なし ②工事費に応じて決定 工事金額２０万円以上
設置経費の100分の5
１０万円以内

埼玉県
滑川町耐震・住宅リフォー
ム補助金

滑川町
⑤リフォーム促
進

①補助
②市区町村内の事業
者

町内に事業所等を有する法人又は
住所を有する個人事業主。

③その他の要件 特になし ④要件なし ②工事費に応じて決定 工事金額２０万円以上
設置経費の100分の5
１０万円以内

埼玉県
嵐山町木造住宅耐震改
修補助金

嵐山町 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

原則として町内に店舗があること。 ③その他の要件
対象建築物に居住かつ建築物所有又は所有
者の２親等以内の親族及び町税の滞納なし

２階建て以内の木造である一戸建ての
専用住宅又は兼用住宅

③その他 併用可 ②工事費用に応じて決定 ３分の１以内

・滑川町内に住宅を所有し、当該住宅所有地に
住民登録又は外国人登録を行っていること。
・補助金申請時に住民税及び固定資産税を滞
納していないこと。
・この要綱に基づく補助金の交付をうけていな
いこと。

埼玉県
嵐山町地球温暖化防止
設備設置補助金

嵐山町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 町内在住（町税の滞納なし）もしくは転入予定者 専用住宅 ③その他 併用可 ②工事費用に応じて決定 ２分の一以内



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
嵐山町浄化槽の雨水貯
留施設転用補助金交付
要綱

嵐山町 ④災害予防 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
町内において排水設備を設置することにより不
要となる浄化槽を雨水貯留施設に転用する為
の改造工事を自ら負担して行なう者

特になし ④要件なし ③定額を補助 定額

埼玉県
小川町既存建築物耐震
改修工事補助金

小川町 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

工事施工者が町内に事務所等を有
する法人または、住所を有する個
人事業主であること

④要件なし

町内の地上２階建以下の在来軸組工
法による木造建築物で、昭和５６年５月
３１日以前に建築された一戸建ての専
用住宅または、店舗併用住宅（２分の１
以上が居住用）で耐震診断の結果が、
耐震評価１．０未満の住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象工事費用に応じ決定 補助対象工事に要した費用の2分の1

埼玉県
川島町建築物耐震改修
促進計画

川島町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

住宅・建築物耐震改修等事業
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

診断)1/2、上限5万
改修)一律10万

埼玉県
吉見町住宅リフォーム補
助金

吉見町
⑤リフォーム促
進

①補助
③都県（市区町村）内
の事業者かつ中小事
業者

③その他の要件 町内在住
　申請者自らが居住している住宅（店
舗・事務所等併設部分は除く）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

②工事費用に応じて決定 リフォーム工事費用×5／100

埼玉県
吉見町重度身体障害者
居住改善整備費補助金

吉見町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
町内に居住し、下肢又は体幹に障害を有する
身体障害者で手帳の記載が１級又は２級

①ほかの補助事
業との併用は不
可

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

上限36万円の2/3を補助

埼玉県
鳩山町住宅リフォーム補
助金交付要綱

鳩山町
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし 特になし
①ほかの補助事
業との併用は不
可

他に補助金申請がしてないこと。 ②工事費用に応じて決定
リフォームに要した工事金額の１００
分の５に相当する額

埼玉県
ときがわ町産材活用住宅
リフォーム助成制度

ときがわ町
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

町内事業者で自ら施工することが
可能な業者のうち、町に届け出をし
たもの

③その他要件 町に住民登録を行っていること等
申請者が所有し、自己の居住の用に供
する建築物等

①ほかの補助事
業との併用は不
可

町で実施をしている他の同様の補
助金等の交付を受けていない者
ただし、その者がときがわ町既存
建築物耐震改修工事補助金の交
付を受けた者であるときは、この限
りでない

②工事費用に応じて決定 工事金額の10/100に相当する額

埼玉県
ときがわ町既存建築物耐
震改修工事補助金交付
事業

ときがわ町 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

町内に事務所等を有する法人又は
住所を有する個人事業主が施工す
るもの

③その他の要件

補助対象建築物の所有者又はその2親等以内
の親族で、補助対象建築物に自ら居住している
者とする。補助対象建築物のすべての所有者
及び補助金の交付を受ける者に徴税に滞納が
ない場合に限る。

③その他
ときがわ町産材活用住宅リフォー
ム助成制度との併用は可能

②工事費用に応じて決定
工事金額の１／２に相当する額で、20
万円を限度。

埼玉県
横瀬町住宅リフォーム補

横瀬町
⑤リフォーム促

①補助
②市区町村内の事業

町内に事業所を有する横瀬町建設
工事等競争入札参加資格者名簿
に登載された業者又は小規模事業 ④要件なし 特になし ③その他 耐震診断 耐震改修の補助可 ②工事費用に応じて決定 リフォ ム工事費用の1/10 10万円限度

リフォーム工事費用の1/10、10万円
埼玉県

横瀬町住宅リ ォ 補
助事業

横瀬町
⑤リ ォ 促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

に登載された業者又は小規模事業
者登録された業者が行うものであ
ること。

④要件なし 特になし ③その他 耐震診断、耐震改修の補助可 ②工事費用に応じて決定 リフォーム工事費用の1/10、10万円限度
リ ォ 事費用の 、 万円
限度

埼玉県
住宅用太陽光発電設備
設置費補助

皆野町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし

町内の自ら居住又は居住する予定の
住宅（併用住宅の場合は、住宅部分の
面積が総面積の2分の1以上）若しくは
太陽光発電設備が設置された建売住
宅を購入し、自ら電力会社と受電契約
を結ぶ者

④要件なし ③定額を補助
定額
予算の範囲内

埼玉県
太陽熱温水器設置費補
助

皆野町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし

町内の自ら居住又は居住する予定の
住宅（併用住宅の場合は、住宅部分の
面積が総面積の2分の1以上）若しくは
太陽熱温水器が設置された建売住宅
を購入する者

④要件なし ③定額を補助
定額
予算の範囲内

埼玉県
皆野町生ごみ処理機器設
置費補助

皆野町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし
町内に住居を有し処理機器を設置する
場所が確保されている者

④要件なし
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定

処理機器の購入価格に3分の2を乗じ
た金額(1円未満の端数が生じた場合
はこれを切り捨てた額)とし、限度額を
次のとおり定める。
(1)　コンポスト式、1基につき1万円を
限度。
(2)　電気式、1基につき2万円を限度。
予算の範囲内

埼玉県
住宅リフォーム資金助成
事業

皆野町
⑤リフォーム促
進

①補助
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者

町内に住所を有し町に小規模契約
希望者登録している施工業者

④要件なし 町民が、自己の居住の用に供する住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

③定額を補助
定額
予算の範囲内

埼玉県
長瀞町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

長瀞町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の用件

現在住んでいる住宅、または今後住む予定の
住宅に太陽光発電システムを設置する方（併用
住宅の場合は、住宅部分の面積が全体の過半
を占める住宅であること）
補助金申請時に町税等の滞納がない方

併用住宅の場合は、住宅部分の面積
が全体の過半を占める住宅であること
太陽光発電システムを設置する建物等
に建築基準法等の違反がないこと

④要件なし ③定額を補助 1件につき5万円 定額

埼玉県
長瀞町住宅用高効率給
湯器設置費補助金

長瀞町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の用件

現在住んでいる住宅、または今後住む予定の
住宅に高効率給湯器を設置する方（併用住宅
の場合は、住宅部分の面積が全体の過半を占
める住宅であること）
補助金申請時に町税等の滞納がない方

併用住宅の場合は、住宅部分の面積
が全体の過半を占める住宅であること
高効率給湯器を設置する建物等に建
築基準法等の違反がないこと

④要件なし ③定額を補助 １件につき2万円 定額

埼玉県
長瀞町重度身体障害者
居宅改善整備費補助事
業

長瀞町
②障害者対応リ
フォーム

①補助 ⑤要件なし ③その他の用件

対象者は、障害部位が下肢又は体幹機能障害
の１級又は２級の身体障害者で、生活保護法に
よる被保護世帯又は前年分の所得税額が１９
万８，０００円以下の世帯に属する者

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 補助対象工事に係る経費
基準額（３６万円）と対象経費とを比
較して少ない方の額に３分の２を乗じ
て得た額

埼玉県
小鹿野町住宅リフォーム
資金助成事業

小鹿野町
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし 特になし ④要件なし ⑥その他
20万以上50万未満：5万円
50万以上：10万円

埼玉県
東秩父村住宅用太陽光
発電システム設置費補助
金

東秩父村
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし

村内に住所を有していること。
発電システムを設置する建築物及び建築物の
敷地等に建築基準法（昭和25年法律第201号）
等の違反がないこと。
申請時において、村税の滞納がないこと。

特になし ④要件なし ③定額を補助 定額

埼玉県
東秩父村住宅用高効率
給湯器設置費補助金交
付要綱

東秩父村
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし

村内に住所を有していること。
給湯器を設置する建築物及び建築物の敷地等
に建築基準法（昭和25年法律第201号）等の違
反がないこと。
申請時にお 村税 滞納がな と

特になし ④要件なし ③定額を補助 定額

申請時において、村税の滞納がないこと。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用に
応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわらず）定
額を補助
④設置する設備の性能に応じ
て補助額を設定
⑤使用する材料量に応じて補
助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

埼玉県
美里町住宅改修資金補
助金

美里町
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし 個人住宅 ③その他
町で実施する他の補助事業は不
可

②工事費用に応じて決定 改修工事に要した費用の３０％

埼玉県
美里町住宅改修資金補
助金

美里町
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし 個人住宅 ③その他
町で実施する他の補助事業は不
可

②工事費用に応じて決定 改修工事に要した費用の１０分の１

埼玉県
上里町住宅用太陽光発
電システム設置補助金

上里町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし

国又は県の住宅
用太陽光発電設
備設置補助金等
の確定を受けてい
ること

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

太陽電池の最大出力に３万円を乗じ
て得た額（限度額１０万円）

埼玉県
上里町住宅改修資金補
助金

上里町
⑤リフォーム促
進策

①補助
②市区町村内の事業
者

④要件なし 町内の木造住宅 ③その他
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

総額の１０％で上限が５万円

埼玉県
寄居町木造住宅診断助
成金

寄居町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
一級建築士、二級建築士、木造建
築士

③その他の要件
町内住所を有しており、木造住宅を所有し、居
住していること

①昭和56年以前建築された住宅
②地上2階建以下の住宅で在来工法に
より建築されてもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

木造住宅の耐震診断に要した費用
耐震診断に要した費用の2分の1と
し、25,000円を限度

埼玉県
寄居町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

寄居町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

自ら所有し居住する町内の住宅（併用住宅の
場合、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以
上のものに限る）に電力を供給する目的で、発
電システムを設置する町民

個人住宅
②ほかの補助事
業の利用を要件と
している

住宅用太陽光発電システムの設
置に対する平成23年度の国庫補
助事業に該当していること

①特定の工事の工事費用に
応じて決定

補助対象設備の設置にかかる費用 1キロワット（kW）あたり2.5万円

埼玉県
寄居町住宅改修資金補
助金

寄居町
⑤リフォーム促
進

①補助 ②市町村内の事業者 ③その他の要件

町内居住者で住宅を所有し、住民基本台帳、外
国人登録されており、町税や水道料金等を滞納
しておらず、他制度による類似の補助制度と重
複申請していない方。

個人住宅、併用住宅、集合住宅 ③その他
町等で実施する類似の住宅改修
補助制度との併用は不可。

①特定の工事費用に応じて決
定

工事費20万円以上（消費税および地方
消費税を除く）

改修工事に要した費用のうち10%に相
当する額で上限20万円

埼玉県
耐震診断補助金交付制
度

宮代町 ①耐震改修 - ①補助 -
②都道府県（市区町
村）内の事業者

町登録診断士 ③その他の要件

ⅰ：町内の階建て木造
ⅱ：S56.5.31以前
ⅲ：登録診断士利用
ⅳ：制度未利用

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

「発注者の条件」に掲げる対象物件の耐
震診断費

ⅰ：1/2（一般）
ⅱ：3/4（高齢者の世帯、障がい者の
世帯）

埼玉県
耐震改修工事等補助交
付制度

宮代町 ①耐震改修 - ①補助 -
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ中
小事業者

＜改修工事＞
　町登録工事店
＜建替え＞
　制限なし

③その他の要件

ⅰ：町内の階建て木造
ⅱ：S56.5.31以前
ⅲ：登録工事店利用
　　＊建替えは指定なし
ⅳ：制度未利用
ⅴ：評点1.0以上の工事
ⅵ：工事費が30万以上

④要件なし
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

＜改修工事＞
「発注者の条件」に掲げる対象物件の耐
震改修工事に伴う費用

＜建替え＞
「発注者の条件」に掲げる対象物件の建
替え工事の除却費用

＜改修工事、建替え＞
ⅰ：1/2（一般、二世帯）
ⅱ：3/4（高齢者の世帯、障がい者の
世帯、高齢者＋障がい者＋二世帯）

ⅵ：工事費が30万以上

埼玉県
住宅用太陽光発電システ
ム設置助成金

宮代町
③エコリフォーム
促進

- ①補助 - ⑤要件なし ‐ ③その他の要件
自らの居住する町内の住宅に電力を供給する
目的で太陽光発電システムを設置する者

併用住宅の場合は、住宅部分の面積
が総床面積の２分の１以上の建物に限
る

④要件なし ⑥その他
町内において商品購入等をおこなった額
に応じた金額

上限5万円（千円未満の端数は切り捨
てる）

埼玉県
白岡町既存建築物耐診
断補助金

白岡町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

建築士法に登録をされている建築
士事務所又は建設業法の規定によ
る建設業者に所属する木造建築
士、二級建築士、一級建築士

④要件なし ④要件なし ②工事費に応じて決定
建築物１棟につき一回。診断費の１/
２。５万円を限度。

埼玉県
白岡町既存建築物耐震
改修補助金

白岡町 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

原則として町内業者 ④要件なし ④要件なし ②工事費に応じて決定 改修費の２３％。３０万円を限度。

埼玉県
白岡町住宅用太陽光発
電システム設置事業補助
金

白岡町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ③定額を補助

電システムを構成する太陽電池モ
ジュールの１キロワットあたり２万円と
し、３．５キロワットまで、７万円を限
度。

埼玉県
白岡町高効率給湯器設
置事業補助金

白岡町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ③定額を補助

埼玉県
白岡町雨水貯留施設設
置事業補助金

白岡町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ③定額を補助

埼玉県
白岡町障害者等日常生
活用具給付等事業

白岡町
②バリアフリー改
修

①補助 ④その他の要件
白岡町障害者等日常生活用具給
付等事業団体登録が必要

①身体障害者
①ほかの事業と
併用は不可

介護保険法の給付を支給された者
は不可

②工事費に応じて決定

埼玉県
杉戸町既存木造住宅耐
震改修工事補助金交付
要綱

杉戸町 ①耐震改修 ①補助
②市区町村内の事業
者

町内に事業所等を有する法人又は
住所を有する個人事業主。

③その他の要件
申請日に杉戸町内に住宅を所有し、かつ居住
している者。

昭和56年5月31日以前に在来工法によ
り建築された木造2階建て以下の一戸
建住宅又は他の用途を兼ねるもので延
床面積の2分の1以上を居住の用に供
する一戸建住宅。

③その他 ほかの補助事業との併用は可
①特定の工事の工事費用に
応じて決定

耐震改修工事に要した費用

(補助金の交付額等)
第5条　住宅耐震改修に対する助成
額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1)　1戸につき耐震改修工事に要した
費用の3分の1以内の額で20万円を限
度とし、1,000円未満の端数があると
きは、これを切り捨てた額
(2)　租税特別措置法(昭和32年法律
第26号)第41条

埼玉県
杉戸町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

杉戸町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
町内に自ら居住又は居住する予定の住宅に発
電システムを設置（住宅の新築に合わせた発電
システムの設置を含む。）する方。

戸建て住宅（既存住宅、新築住宅） ③その他 ほかの補助事業との併用は可 ③定額を補助 1件につき5万円 定額

埼玉県
松伏町既存建築物耐診
断補助金

松伏町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

建築士法に登録をされている建築
士事務所又は建設業法の規定によ
る建設業者に所属する木造建築
士、二級建築士、一級建築士

③その他の要件 対象住宅の所有者
昭和56年5月31日以前に工事を着手
し、建築された地上２階建て以下の木
造戸建て住宅

④要件なし ②工事費に応じて決定
建築物1棟につき1回。診断費の1/2。
5万円を限度。

埼玉県
松伏町既存建築物耐震
改修補助金

松伏町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 対象住宅の所有者

耐震診断の結果、改修工事が必要と認
められた建築物。昭和56年5月31日以
前に在来工法により建築された木造2
階建て以下の一戸建住宅の耐震改修
工事で評点1.0を満足する住宅

④要件なし ②工事費に応じて決定 改修費の23％。20万円を限度。


